
苦情解決の仕組み 

 

（１） 苦情の受付 

 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。な

お、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

（２） 苦情受付と報告 

 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出

人が第三者委員への報告を拒否した場合に除く）に報告いたします。第三者

委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨通知します。  

 

（３）苦情解決に向けた話し合い 

 

苦情解決責任者は、利用者等の苦情相談に応じ、話し合いによりその解決に

努めます。その際、苦情申し出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員

の助言や立ち合いを求める事が出来ます。 

 

（４）事実関係の確認と報告 

 

苦情解決責任者は、内容の確認をするとともに速やかに改善の措置をとります。苦情解

決責任者がとった処置については、その内容を申出人に報告します。 

 

（５）三重県運営化適正委員会での調整（申し出ることも可能） 

 

苦情解決が困難な事項に関しては、三重県社会福祉協議会が設置する三重県福祉サービ

ス運営適正化委員会と連携して調整します。 

 

 

 

 

 

 




